
新技術活用時のオンライン提出（登録）方法
～ID発行から、新技術活用計画書提出（登録）まで～

※オンライン上での具体的な操作方法は

⑦ページから確認してください。

国土交通省 中国地方整備局

中国技術事務所

令和６年８月版 発注者・
施工者共通

※本マニュアルは、
新技術を活用する際の手続きの流れと
新技術活用計画書の作成および登録
について示したものです。

活用前編



15-16 ページ

【発注者・施工者共通】

14 ページ

1 ページ

2-6ページ

7-10ページ

11-13ページ

新技術活用時のオンライン登録方法の変更概要

新技術活用時のオンライン登録方法の流れ
Ⅰ ID・パスワードの発行
Ⅱ 活用計画書の作成・登録
Ⅲ 実施報告書の作成・登録 及び Ⅳ 活用効果調査表の作成・登録
Ⅴ 提出後に中国技術事務所から修正依頼があった場合

～詳細な手順～
Ⅰ ID・パスワード発行 詳細手順
Ⅱ 活用計画書の作成・登録 詳細手順

活用計画書の記載内容
１ 活用等の型
２ 工事期間等
３ 活用理由

活用計画書の提出

新技術活用時のオンライン登録方法 目 次

活用計画書提出後に中国技術事務所から修正依頼があった場合
施工者への修正依頼

17-19 ページID・パスワードの発行時 確認のポイント
新技術活用計画書 よくある不備・よくある質問（Q&A)



施工企画課新技術活用時のオンライン登録方法の変更概要

●令和４年度より、新技術を活用するときは、ＶＥ技術も含む全ての技術
について、ＷＥＢ上で提出（登録）ができるようになりました。

1

ＮＥＴＩＳホームページ
https://www.netis.mlit.go.jp/netis/

令和５年度の主な変更点

○ID発行は、活用技術毎から、工事毎へ変更。
ＩＤ発行後にＩＤを変えずに活用技術の
追加・削除が可能

○VEについて、実施報告書の作成が不要。
※Ｒ４以前に活用計画書を作成を行い、繰越
している工事も対象です。

令和5年7月末にホームページの構成が変更されています。
VE技術も含む全ての技術について、

「活用効果調査表／活用計画書作成」タブから
NETISシステムにアクセスし、登録をお願いします。

←NEW

Ｒ６．５改訂時の変更点
○設計書番号より工事情報を自動転記で
きる仕様の追加。
⑦ページ参照

前回改訂時からの主な変更点
○よくある質問Q&Aを追加しました。
（活用前編及び活用後編最終ページ）

○「活用等の型」を選ぶプルダウン
メニューの順番に変更がありました。
⑪ページ参照



新技術活用時のオンライン登録方法の流れ

ID・パスワードの発行

2

現場での新技術の活用

活用計画書の作成・登録

実施報告書・
活用効果調査表の
作成・登録（A・VR）

提出後に中国技術事務所
から修正依頼があった場合

1.施工者が、NETIS上で、工事ごとに ID/パスワードを発行する申請を行い
ます。
2発注者（監督員）の承認後、メールにてID/パスワードが通知されます。

3.施工者は、ID/パスワードを入力してログインし、活用計画書 を作成しま
す。

4.施工者が、活用計画書をＮＥＴＩＳ上で作成し、登録ボタンをクリックす
ると発注者（監督員）にNETISシステムから自動メールにて通知が届きます。
5.発注者（監督員）がID/パスワードによりログインし、内容確認後、登録ボ
タンをクリックするとNETISに計画書が登録されます。

Ａ
・
Ｖ
Ｒ
技
術
Ⅰ
か
ら
Ⅳ
が
必
要

Ｖ
Ｅ
技
術
Ⅰ
と
Ⅱ
が
必
要

A・VR技術
活用時・Ⅳまで

VE技術
活用時・Ⅱまで

作成した実施報告書・活用効果調査表について、修正の依頼があったときは、
速やかに修正し、登録ボタンにより中国技術事務所へ提出願います。

73 ページ

159 ページ4

ページ5

手順を４段階に分けて説明します。

1.施工者は、ID/パスワードを入力してログインします。
2.活用計画書の内容に修正があれば修正し、実施報告書及び活用効果調査表
(施工者欄)も記入します。
3.施工者が登録ボタンをクリックすると、発注者(監督員)にメールが自動送
信され、通知されます。
4.発注者は、ログインして実施報告書及び活用効果調査表(施工者欄)の内容
を確認し、活用効果調査表の発注者欄を入力します。
5. 発注者が入力後、登録ボタンを押すと、中国技術事務所へ 提出され、自動
メールで通知されます。

新ＮＥＴＩＳへの登録の必要性

末尾の記号 活用計画書 実施報告書
活用効果調査表
（施工者用）

活用効果調査表
（発注者用）

ＶＥ 必要 必要 不要 不要

Ａ 必要 必要 必要 必要

ＶＲ 必要 必要 必要 必要

登録時期 着手前 新技術活用後速やかに（工期途中でも可）

不要

6 ページ

～

8

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ



ⅠＩＤ・パスワード
の発行

① 施工者がID/パスワードの申請を行います
② 発注者（監督員）は、システムの自動メール文に記載のリンクから確認画面へアク
セスします
①’②’③’④’ 申請内容に間違いがある場合は、棄却ボタンを押して下さい。棄却ボタンを押すとコ
メント入力欄が表示されるので棄却理由をコメント入力して送信して下さい。
施工者は、コメント内容に従い、再度、新規に申請を行って下さい。
③ 発注者（監督員）は、内容を確認し間違いがなければ、承認ボタンをクリックしま
す
④ ID/パスワードがシステムの自動メールにて発注者・施工者双方へ通知されます

3新技術活用時の
オンライン

登録方法の流れ

Ⅱ活用計画書の
作成・登録

ID・パスワードの発行の手順をフローで示します。

調査者(施工者) 調査者(発注者)

オンライン活用効果調査表ID・
パスワード申請

オンライン活用効果調査表ID・
パスワード受領

棄却内容の記載された
メールを受信

システム画面操作後、
自動メール通知 オンライン活用効果調査表ID・

パスワード申請メール受信

オンライン申請用ID・パスワー
ド申請情報確認

オンライン活用効果調査用ID・
パスワード申請承認・通知メー

ル送信

棄却

オンライン活用効果調査表ID・
パスワード受領

システム画面操作後、
自動メール通知

システム画面操作後、
自動メール通知

①’
②’③’

④’
②

③

④

①
メール文から

確認画面へアクセス

修正なし
承認操作

ページ左下
参照8

ページ右下
参照8

8 ページ
参照

7

ページ上部
参照8

自動メール通知

④

Ⅲ実施報告書・
活用効果調査表の
作成・登録(A・VR)

Ⅳ提出後に
中国技術事務所から
修正依頼があった場合

再度新たに申請

※ＩＤ発行時には修正依頼機能は無く、棄却操作しかできません。



① 施工者が発行されたID/パスワードによりWEBページにログインします
② 施工者が活用計画書を作成し、登録ボタンにより送信します
③ 発注者（監督員）へシステムより自動メールが送信されますので発注者用

IDパスワードによりログインし計画書の内容を確認します
①’②’③’④’ ※修正がある場合には、修正を行います
④ 発注者（監督員）は、内容を確認し間違いがなければ、承認ボタンをクリックします
⑤ システムへ本登録されます。
＊ＶＥは、この時点で中間（最終）確認者確認中状態になり、以降、事務所では修正出来なくなります。

4活用計画書の作成・登録の手順をフローで示します。

調査者(施工者) 調査者(発注者)

オンライン活用効果調査表
WEBページにログイン

活用計画書の入力・登録
内容確認依頼メール送信

修正依頼受理

内容確認依頼メール受信

修正依頼

計画書承諾

修正依頼

①’

②’

③’

④’ ②
③

④

①

修正なし修正あり

内容確認

NETIS
登録

⑤

修正依頼

修正後

「登録」を
クリック

ページ参照9

「施工者へ
修正依頼」を
クリック

「登録」をクリック

活用計画書は、ＩＤ発行後、速やかに作成して下さい。(工期末ではありません。)

ⅠＩＤ・パスワード
の発行

新技術活用時の
オンライン

登録方法の流れ

Ⅱ活用計画書の
作成・登録

Ⅲ実施報告書・
活用効果調査表の
作成・登録(A・VR)

Ⅳ提出後に
中国技術事務所から
修正依頼があった場合

（システムへ仮登録
：監督者確認中状態）

（システムへ本登録）



新技術の活用が終わりましたら、実施報告書・活用効果調査表を作成します。
① 施工者は、活用計画書作成時のID/パスワードを使用し、ログインします
② 施工者は実施報告書・活用効果調査表（施工者）に入力し、登録ボタンにより発注者

へ送信します
③ 発注者（監督員）には、自動メールで通知されます。発注者（監督員）は、発注者用
IDパスワードを用いて活用効果調査表の画面へログインします。

④ 施工者の記入内容を確認します
①’②’③’④’ ※修正がある場合は、修正依頼ボタンにより修正を依頼します
⑤ 活用効果調査表の発注者欄に記入後、登録ボタンをクリックします。
⑥ 調査表確認者へ通知されます。

5新技術活用後の実施報告書・活用効果調査表の作成手順を示します。
(Ａ,ＶＲのみでＶＥは必要ありません。)

調査者(施工者) 調査者(発注者)

調査表(施工者)入力、
内容確認・調査表入力依頼

メール送信

修正依頼メール受信

システム画面操作後、
自動メール通知

内容確認・調査表入力依頼
メール受信

オンライン活用効果調査用
WEBページにログイン

調査表（発注者）入力、内容確
認、調査表入力依頼メール送
信

修正依頼 調査表確認者
（中国技術事
務所へ）

①’

②’

③’

④’ ②
③

④

①

メール文から
確認画面へアクセス

施工者
修正なし

施工者
修正あり

システム画面操作後、
自動メール通知

オンライン活用効果調査用
WEBページにログイン

調査表(施工者)確認

修正依頼

修正依頼

修正

⑥

⑤

「施工者へ
修正依頼」
をクリック

「登録」を
クリック

「登録」を
クリック

ⅠＩＤ・パスワード
の発行

新技術活用時の
オンライン

登録方法の流れ

Ⅱ活用計画書の
作成・登録

Ⅲ実施報告書・
活用効果調査表の
作成・登録(A・VR)

Ⅳ提出後に
中国技術事務所から
修正依頼があった場合

Ⅲ以降についての
具体的操作方法は、別冊
「活用後編」を参照して下
さい。

（システムでは、施工者
提出済み状態へ移行）

（システムでは、発注者
提出済み状態へ移行）



①: システムメールにより、中国技術事務所より調査表の修正依頼があったら
②③ 発注者（監督員）は、WEBページにログインし修正依頼内容を確認します。
④⑤⑥ 施工者記入欄の修正があれば修正依頼ボタンにより修正を依頼します。
⑦⑧⑨ 修正後、施工者より発注者（監督員）へ修正後の活用効果調査表が提出されたら、

システムの自動メールにより通知されますので内容を確認します
⑩ 修正が終わりましたら、⑩登録ボタンによりNETISに登録をお願いします

※発注者記入欄の修正のみであれば①⑦⑧⑨となります。

6実施報告書・活用効果調査表の提出後、修正依頼があった場合を示します。

調査者(施工者) 調査者(発注者)

調査表(施工者)入力、
内容確認・調査表入力依

頼メール送信

修正依頼メール受信

システム画面操作後、
自動メール通知

修正依頼受領

オンライン効果調査用
WEBページにログイン

調査表（発注者）入力、内容
確認、調査表入力依頼メール
送信

修正依頼

調査表確認者
（中国技術事務

所へ）

⑥

③

④

①

メール文から
確認画面へアクセス

施工者
修正なし

施工者
修正あり

システム画面操作後、
自動メール通知

オンライン活用効果調査用
WEBページにログイン

調査表(施工者)確認

「登録」を
クリック

調査表確認者
（中国技術事
務所）より
修正依頼

②
⑦

⑧

⑨

⑩

※発注者記入欄に修正があれば修正

⑤

修正依頼

「施工者へ
修正依頼」を
クリック

システム画
面操作後、
自動メール
通知

ⅠＩＤ・パスワード
の発行

新技術活用時の
オンライン

登録方法の流れ

Ⅱ活用計画書の
作成・登録

Ⅲ実施報告書・
活用効果調査表の
作成・登録(A・VR)

Ⅳ提出後に
中国技術事務所から
修正依頼があった場合

確認事項が有る場合

確認事項が無い場合

内部公開し
評価会議に諮る



Ⅰ ID・パスワード発行 詳細手順-1 7

ⅠのID/パスワードの発行 の手順を示します。

施工者

施工者 施工者

設計書番号（契約番号）より工事情報を自動転記できる仕様の追加
＊詳しい操作説明は、中技HPで、このマニュアル掲載リンクの下にある
「ID・パスワード発行画面の一部変更について」をご参照ください。
この機能はアシスト機能ですので、必ずしも使う必要は有りません。



承認

Ⅰ ID・パスワード発行 詳細手順-2

「ID/PW発行申請承認用
Webサイトへ」をクリック

Ｗｅｂ上の申請情報を確認し、内容に問題がない場合は「承認」ボタンをクリックする。
※内容に問題がある場合は、棄却ボタンにて棄却する。棄却ボタンを押すとコメント入力欄が表示
されるので、棄却理由を入力後「申請者に送信」ボタンを押す。申請者は棄却理由を確認して
再度、新規に申請を行う。

8

●●●●●

チェックをお願いします!
・正式な工事名になっているか
・年度が抜けていないか
・不要なスペースがないか

コリンズ番号をチェック!
※４から始まる１０桁です

承認 棄却

発注者

発注者

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

施工者は、ＩＤ／ＰＷが届いた後速やかに、新技術活用
計画書を作成し提出する。次ページへ

施工者

ＡＢＣＤＥ
LMNOP

12345
98765 施工者用ＩＤ ABCDE ＰＷ 12345



Ⅱ 活用計画書の作成・登録 詳細手順

パスワード通知メールに記載のリンクからログインする場合 NETISホームページよりログインする場合

⑦「活用効果調査表入
力用Web用サイトへ」
の文字をクリック

9

活用計画書の作成・登録の手順を示します。

活用効果調査表
／活用計画書

施工者

施工者

⑧受領したメール
に記載のログイン
IDとパスワードを
入力後、ログイン
ボタンをクリック

⑧受領したメールに
記載のログインIDと
パスワードを入力後、
ログインボタンを
クリック

施工者

施工者

施工者用ＩＤ ABCDE ＰＷ 12345

ABCDE

ABCDE

12345

12345



Ⅱ 活用計画書の作成・登録 詳細手順 10

ログイン後の活用技術の管理画面例

●●●●●

●●●●●

工事名や連絡先等の修正はこちら
(監督員が変わる場合等)

A技術・VR技術では
・新技術活用計画書
・実施報告書
・活用効果調査表
の３つの様式で構成されて
います。

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

「新技術活用計画書」「実施報告書」
「活用効果調査表」の作成は、このボタ

ンから行います。

活用する技術の追加・削除はこちらから手続きをしてください。
※削除方法については、調査表作成状況 により対応が変わります。
・施工者作成中⇒上の緑のタブから入って削除出来ます。
・監督者確認中⇒監督職員に依頼し、先に監督職員画面で「修正」ボタンを押さ
ないと削除ができません。監督職員が修正ボタン押すことで「施工者作成中」
に状態が戻り削除が可能となります。
・中間確認者確認中⇒中国技術事務所にご連絡ください。

施工者

VE技術では
・新技術活用計画書
のみとなります

「変更を保存」を
クリックすると即時に
変更登録されます。

調査表作成状況



「活用等の型」 の種類

◇ 発注者指定型

…特記仕様書にて使用が指定されている技術

…快適トイレ技術

◇ 発注者指定型（選択肢提示型）

…写真管理技術など特記仕様書にて指定された

技術リストから選択した場合

◆ 施工者選定型（総合評価技術提案）

…契約前に技術提案した技術

◆ 施工者選定型（契約後提案）
…契約後に活用を提案した技術

※その他の活用型については、発注課まで
お問合せください。

試行申請型(発注者指定)/試行申請型(契約後提案)

/フィールド提供型/テーマ設定型(技術公募)

NETIS登録された「快適トイレ」を使用する場合
は、「発注者指定型」となります。

快適トイレ の場合 発注者指定型（選択肢提示型）の場合

活用等の型を選択する際に
間違えやすいので注意して下さい。

「活用等の型」について、選択内容を確認してください。

活用計画書 記載内容‐1 活用等の型（施工者が入力します。）11

◆「写真管理の生産性向上に資する技術」があります。
◆契約後に受注者が選択し「発注者指定型（選択肢提示型）」となります。
２つ目からは「施工者選定型」となります。

◆特記仕様書に記載がなければ「発注者指定型（選択肢提示型）」になりません。

Ｖ（VG:AG）表示だった場合、新技術ではないので削除が必要です。

殆どが、この4つのいずれ
かの型になります。

令
和
６
年
７
月
よ
り
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新技術活用計画書 記載内容‐2 工事期間等（施工者が入力します。）

工事期間、新技術施工期間、施工場所は、下記について留意してください。

必ず□をクリックし、 を入れてから
理由を入力します。

発注者提出前には、必ず「記入完了」にチェックを入
れてください。チェックがないまま、登録ボタンを押し
ても、システムへ登録されません。

年と年度の勘違いや新技術施工期間に間違いがな
いか確認してください。

施工場所は、契約書に記入されている
市町村（字）名を入力してください。
活用技術の使用箇所を入力する必要はありません。

【不適切な例】
× 吉井川 左岸7ｋ800付近
× 国道2号、国道54号
× 工事情報共有システム
× 現場、現場事務所
× Ａ１橋台、Ｐ１橋脚、○○橋、○○トンネルなど
× 法面、舗装面、道路など

【適切な例】
〇 広島県福山市引野町４丁目地内
〇 島根県大田市温泉津町～江津市松川町地内

12

※ＶＥ技術については、登録後に契約額や工期な
どの変更があった場合でも、修正は不要です。
活用計画書の提出をもって提出完了となります。



（参考）NETISホームページ

新技術活用計画書 記載内容‐4 活用理由（施工者が入力します。）

●●●●●が向上するため

●●●●●が優れているため

NETIS掲載の「比較する従来技術」と比較して活用理由を記載し、計画書を完成させます。

今回この新技術を活用する主な理由を記入願います。
NETISホームページの「比較する従来技術」欄の
内容を記入する欄ではありません。

＊活用理由は、主目的となる項目のみを記載し、
全ての項目を記載しなくてもよい

必ず□をクリックし、 を入れてから
理由を入力します。

活用理由 作成のポイント

「活用の効果」欄は
あくまで参考とし
現場の意見を
記載してください。

「従来技術との比較」
タブをクリック

比較する従来技術

13

活用効果調査表での評価項目

評価項目（６項目）
① 経済性 ② 工程 ③ 品質・出来形
④ 安全性 ⑤ 施工性 ⑥ 環境

※原則、その他（自由設定）欄の評価はしません

活用理由の選択項目数に関わ
らず活用効果調査表の評価項
目は原則６項目すべてについて

評価します。

例）活用理由として２項目を選択



【施工者の入力が完了したら】
①施工者は、入力が終わりましたら、必ず記入完了のチェックをしてから「登録」ボタンをクリック
してください。
②VEについては、この時点で、発注者（監督員）に通知メールが届きますので、発注者（監督員）は、発注者ＩＤで
ログインし、内容を確認して、問題がなければ「登録」ボタンを押して下さい。
③発注者（監督員）は、修正が必要な箇所がありましたら、施工者に対し「修正依頼」ボタンにて修正を依頼します。
連絡には、コメント欄を使用することができます。

活用計画書の提出 14

【発注者】 画面

②中国技術事務所へ提出する
には「登録」をクリックします

③施工者へ修正を依頼するときは、
コメント欄に修正依頼内容を記載し、
「施工者へ修正依頼」をクリックします。

発注者
施工者

施工者が登録ボタンをクリックすると
NETISに登録されます。
＊VEは、自動メールが発注者（監督員）
へ送信され、通知されます。

ログイン方法は、⑨ページ参照

（注意）A,VRの場合
活用計画書作成時点で記入完了のチェックをしてから「登録」ボタンをクリックしても発注者（監督員）に、通知メールは送信されま

せん。また、表示も施工者作成中と表示は変わりませんが、登録ボタンを押さないと活用計画書未提出状態となります。
＊Ａ，ＶＲの活用後の提出は、活用後編㊴を参照して下さい。。

①施工者から
発注者（監督員）へ
提出するには「登録」を
クリックします

記入完了のチェックが入っていないと、
登録ボタンを押してもＮＥＴＩＳへ登
録されません。



活用計画書提出後に中国技術事務所から修正依頼があった場合
【中国技術事務所から依頼がありましたら、依頼内容を確認し、施工者へ修正を依頼します。】
＊修正依頼メールは、システム仕様上、発注者のみに送付され、施工者には送付されませんので発注者より依頼が必要です。
「工事名」や「活用等の型」などの入力ミスについて、メールにて修正を依頼しますので、ご対応をお願いします。

リンクをクリック

ログイン

該当技術の

「活用効果調査へ」

をクリック

コメント欄

「一時保存」 「施工者へ修正依頼」 「登録」

中国技術事務所(および受
託者)からのコメントは、コ
メント欄に記載されてい
ます。内容を確認し、施
工者へ確認・修正作業を
依頼してください。

発注者

発注者

発注者

発注者

NETISシステムからメールにて通知されます。

ログインし、当該技術の活用計画書を開きます。

確認依頼内容を確認し、施工者へ修正依頼を行います。

下の四角の中にコメント
を入力し、左上の「一時
保存」ボタンを押すと上
の四角へコメントが移動
し、コメントを送ることが
できます。

15
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【発注者から施工者へ修正依頼があります。】
発注者から依頼がありましたら、施工者は、確認・修正を行ってください。
確認・修正後、登録ボタンにて発注者へ提出します。
発注者は、施工者の修正内容を確認し、「登録ボタン」にて中国技術事務所へ提出してください。

施工者への修正依頼 (活用効果調査表の修正も同じ手順になります) 16

発注者が修正依頼ボタンを押すと
施工者へNETISシステムの自動メー
ルにより通知されます。

リンクをクリック

該当技術の
「活用効果調査表へ」
ボタンをクリック

ログイン

修正を行い、「登録」ボタンにより監督員へ再提
出を行います。

「登録」

ログインし、当該技術の新技術活
用計画書を開きます。

下の四角に、
修正した旨、
コメントを記入
してください。

施工者
施工者

施工者

施工者

中国技術事務所(および受託者)
からのコメントは、活用計画書の
コメント欄に記載されています。
詳しい依頼内容は、添付ファイルに
記載しておりますので、ファイル名の
文字をクリックして添付ファイルを
ダウンロードし、内容を確認し、確認・
修正作業を行ってください。

ABCDE



ID・パスワードの発行時確認のポイント 17

ID申請情報 ①：「工事名」確認のポイント

「令和5年度国道2号・54号●●地区他修繕工事」

「令和5年国道2号・54号●●地区他修繕工事」
→「度」が抜けている。あるいは、
「令和5年度」丸々抜けていないか。

「令和5年度国道2号54号●●地区他修繕工事」
→中黒（・）が抜けていないか。

「令和5年度国道2号・ 54号●●地区修繕他工事」
→他の位置が間違っていないか。

「令和5年度＿国道2号・ 54号●●地区他修繕工事」
→余計なスペースが入っていないか。

＊契約台帳と突き合わせしていますので、工事名が契約台帳と
少しでも違っていると別工事と認識され活用無しとなってし
まい、公表する活用率が下がってしまいます。

②：「コリンズ番号」確認のポイント。

「契約番号（設計書番号）」が入っていないか。

コリンズ番号は、必ず、4から始まる10桁の数字となります。
契約番号は、2から始まる14桁程度の数字となります。

③：メールアドレスに間違いがないか。

○申請操作したのに、監督員へメールが届かない。
→監督職員のアドレスが間違っている。

○監督員が、承認したのに、IDが施工者に届かない。
→施工者のメールアドレスが間違っている。



新技術活用計画書 よくある不備 18

不備 ①：ID発行後、施工者から活用計画書が提出されない。
活用計画書の提出はIDの発行後速やかに実施して下さい。
○ＩＤ発行＝活用計画書提出ではありません。ＶＥにおいてもＩＤ発行後、活用計画書の提出まで必要です。
○活用計画書は、新技術活用前に提出と実施要領で記載されていますので、Ａ，ＶＲも活用前に提出を行う必
要がありますのでＩＤ発行後、速やかに活用計画書の提出が必要です。

不備 ②：発注者（監督員）から技術事務所へ提出（登録）されない。
施工者が提出後、発注者（監督員）が内容を確認して発注者画面から登録ボタンを押さないと中国技術事務所

へ提出されません。

新技術活用時の
登録資料の一覧 「公共工事等における新技術活用システム」実施要領 抜粋

○新技術活用計画書の提出
①施工者は、新技術活用計画書を作成し、施工計画書と
ともに発注事務所に提出する。
②発注事務所は受理した活用計画書を、技術事務所（港
湾・空港に係る技術については整備局等本局）に提出する
ものとする。
＊現在はシステム登録を提出として運用しています。

「新技術活用計画書」の提出時期は、契約図書により
施工計画書提出と同時と記されています。

末尾の
記号

活　用
計画書

実　施
報告書

活用効果調査表
（施工者用）

活用効果調査表
（発注者用）

VE 必要 不要 不要 不要

A 必要 必要 必要 必要

VR 必要 必要 必要 必要

登録時期 着手前
新技術活用後速やかに
（工期途中でも可）

NETIS登録の流れ ID発行→活用計画書提出（ＶＥ，Ａ，ＶＲとも）→ →活用効果調査表提出(A,VR) →工期末
提出の時期 施工計画書と同時期 → → 新技術活用後速やかに →工期末

新技術活用

令和６年度より、全国共通仕様書にも掲載されています。

－１



新技術活用計画書 よくある不備

不備②：VG,AG技術が登録されている。
ここの表示が「V」になっている場合は、その日時点
で新技術ではなくなっていますので基本的に登録不可
です。
（注）年度跨ぎにおいて3月に技術活用提案を行い、その

時点ではＡ，ＶＲ，ＶＥだった技術が、システム登録
が4月にずれてVになっていた場合等に限って登録可能
です。（技術活用提案日は遡れます。）

不備①：「活用等の型」が間違っている。
×試行申請型、フィールド型、テーマ設定型などで
提出されている。
→上記の３つの活用等の型は、非常に特殊な型です。

発注者からこの型の指示があった場合のみ選択して下さい。

注意）R5現在システム仕様で、VG,AGは「V」表示となっています。

不備③：記入完了のチェックボックスに
チェックが入っていない。

チェックが入っていないと、登録ボタンを押しても、
システム登録（提出）されません。

施工者選定型（契約後提案）を
試行申請型（契約後提案）
とする間違いが多い。

（契約後提案）

18 －２



新技術活用計画書 よくある質問（Q&A)

質問:活用計画書を登録したのに、一部の技術が監督員への確認メールが発送されない。（状態も施工者作成中から変わらない）

回答 VEについては、施工者の活用計画書登録と同時に、監督員へ確認メールが発送され、状態も施工者作成中から
監督者作成中に変わりますが、A、VRの場合は、現時点では、活用計画書提出時点ではメールも発送されず状態も
施工者作成中で変わらない仕様となっています。
また、Ａ，ＶＲの場合、活用計画書が提出済みかどうか、施工者・発注者では、確認する事ができない仕様となっています。しかし、管理者画面では、
提出状況が把握できますので、Ａ，ＶＲについては、中技で適宜提出状況をチェックして、⾧期間未提出状態の場合、個別に連絡させて頂いています。

施工者ＶＥ活用計画書作成

施工者Ａ，ＶＲ活用計画書作成

監督員へ内容確認
メール発送

状態：監督者確認中施工者提出
（承認）操作

施工者提出
（承認）操作

新技術
活用

施工者Ａ，ＶＲ
活用効果調査表作成

施工者提出
（承認）操作

監督員へ内容確認
メール発送

ＶＥ

Ａ，ＶＲ

システムへ仮登録
（活用計画書提出扱い）
状態：施工者作成中

状態：監督者確認中
速やかに

＊監督員へ内容確認
メール発送されない

質問:間違えて登録してしまい修正を行おうとしたが、登録ボタンが表示されなくなり修正ができない。
回答 ●まずは、ブラウザバックしてもらい、右下に表示される調査表作成状況を確認して下さい。（下図参照）

「中間確認者確認中」「最終確認者確認中」「公開済み」状態の場合は、権限が事務所から上位に移って
いますので、事務所では修正出来ませんので中技または、施工企画課へ連絡して下さい。権限を戻します。

「中間確認者確認中」「最終確認者確認中」
「公開済み」になると登録ボタンは消えます。
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